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新（案） 旧 

１ 技術者等の定義                                                     

（１）営業所技術者等（営業所技術者又は特定営業所技術者をいう。） 
営業所に常勤（テレワーク※を⾏う場合を含む。）して専らその職務に従事することが求められている者。（建

設業法第７条第２号及び第１５条第２号） 
※ テレワークとは、営業所等勤務を要する場所以外の場所で、ICT の活用により、営業所等で職務に従事し

ている場合と同等の職務を遂⾏でき、かつ、所定の時間中において 常時連絡を取ることが可能な環境下におい
てその職務に従事することをいう。 

（２）主任技術者 
請け負った建設⼯事を施⼯する場合に⼯事現場における建設⼯事の施⼯の技術上の管理をつかさどる者。（建

設業法第２６条第１項） 
（３）監理技術者 

発注者から直接請け負った建設⼯事を施⼯するために締結した下請契約の請負代⾦の合計が 5,000 万円（建
築一式⼯事の場合は、8,000 万円）以上となる場合に⼯事現場における建設⼯事の施⼯の技術上の管理をつか
さどる者。（建設業法第２６条第２項） 

（４）監理技術者補佐 
監理技術者の⾏うべき職務を補佐する者。（建設業法第２６条第３項第 2 号） 

（５）現場代理⼈ 
⼯事現場に常駐し、建設⼯事の運営及び取締りを⾏う権限を有する者。（⻘森市⼯事請負契約標準約款第１０

条第 3 項） 
 

 

 

 

 

 

 

２ 技術者等の雇用関係                                                  

（１）営業所技術者等 
営業所技術者等については、雇用契約等により所属建設業者と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しな

い日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務（テレワークを⾏う場合を含む。）している必要があります。 
（２）主任技術者、監理技術者（補佐）及び現場代理⼈（略） 
 
 

 

 

 

 

１ 技術者等の定義                                                      

（１）営業所の専任技術者                     
営業所に常勤                して専らその職務に従事することが求められている者。（建

設業法第７条第２号及び第１５条第２号） 
                                                                 
                                                
                  

（２）主任技術者 
請け負った建設⼯事を施⼯する場合に⼯事現場における建設⼯事の施⼯の技術上の管理をつかさどる者。（建

設業法第２６条第１項） 
（３）監理技術者 

発注者から直接請け負った建設⼯事を施⼯するために締結した下請契約の請負代⾦の合計が 4,500 万円（建
築一式⼯事の場合は、7,000 万円）以上となる場合に⼯事現場における建設⼯事の施⼯の技術上の管理をつか
さどる者。（建設業法第２６条第２項） 

（４）監理技術者補佐 
監理技術者の⾏うべき職務を補佐する者。（建設業法第２６条第３項ただし書） 

（５）現場代理⼈ 
⼯事現場に常駐し、建設⼯事の運営及び取締りを⾏う権限を有する者。（⻘森市⼯事請負契約標準約款第１０

条第 3 項） 
 

 

 

 

 

 

 

２ 技術者等の雇用関係                                                     

（１） 営業所の専任技術者 

雇用契約等により所属建設業者と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しな

い日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務              している必要があります。 
（２） 主任技術者、監理技術者（補佐）及び現場代理⼈（略） 

 
 
 
 
 

営業所技術者等 

◇主任技術者 

（監理技術者、監理技術者補佐） 

◇現場代理人 

役割は違います 

（営業所） 

（工事現場） 

専任技術者 
◇主任技術者 

（監理技術者、監理技術者補佐） 

◇現場代理人 

役割は違います 

（営業所） （工事現場） 
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新（案） 旧 

３ 技術者の建設工事への設置                                             

（１）建設業法における技術者制度 

許可の種類 特定建設業 一般建設業 

元請⼯事における 
下請⾦額の合計 

5,000 万円以上※１ 5,000 万円未満※１ 
5,000 万円以上は下請
契約できない※１ 

⼯事現場に置くべき 
技術者 

監理技術者（補佐） 主任技術者 

技術者の資格要件※2 

・１級国家資格者 
・指定建設業の場合は、 
大臣特別認定者※3 
・指定建設業以外の場合
は、実務経験者 

・１級、２級国家資格者 

・実務経験者 

技術者の現場専任 公共性のある請負代⾦の額が 4,500 万円以上の⼯事※4 

（※１）建築一式工事の場合は 6,000 万円以上 

（※２）指定建設業とは、土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園工事の７種類 

（※３）建築一式工事の場合は 7,000 万円以上 

 
 
（２）市発注工事における技術者の設置 

市発注⼯事における技術者の設置については、（１）によるもののほか、より適正な施⼯を確保するため、次
のとおりとします。 

 
【営業所技術者等の工事現場への設置】 

市発注⼯事の主任技術者及び監理技術者（補佐）については、（１）の表の「技術者の現場専任」欄に掲げる
⾦額以上の建設⼯事の場合、営業所技術者等の設置は認めないこととします。 

ただし、（１）表の「技術者の現場専任」欄に掲げる⾦額以上の専任を要する建設⼯事において、5 兼務（３）
に記載の要件を満たす場合に限り１現場（兼務できる建設⼯事の総数）まで配置することができるものとしま
す。 

また、現場代理⼈については、請負⾦額にかかわらず営業所技術者等の設置は認めないこととします。 
 
 

４ 専任・常駐期間                                                     

（１）主任技術者又は監理技術者（補佐）の専任期間 （略） 
（２）現場代理⼈の常駐期間（略） 
 

 

 

３ 技術者の建設工事への設置                                             

（１）建設業法における技術者制度 

許可の種類 特定建設業 一般建設業 

元請⼯事における下請
⾦額の合計 

4,500 万円以上※１ 4,500 万円未満  
4,500 万円以上は 契
約できない  

⼯事現場に置くべき技
術者 

監理技術者（補佐） 主任技術者 

技術者の資格要件※2 

・１級国家資格者 
・指定建設業の場合は、大
臣特別認定者※3 
・指定建設業以外の場合
は、実務経験者 

・１級、２級国家資格者 

・実務経験者 

技術者の現場専任 公共性のある請負代⾦の額が 4,000 万円以上の⼯事※4 

（※１）建築一式工事の場合は 6,000 万円以上 

（※２）指定建設業とは、土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園工事の７種類 

（※３）建築一式工事の場合は 7,000 万円以上 

 
 
（２）市発注工事における技術者の設置 

市発注⼯事における技術者の設置については、（１）によるもののほか、より適正な施⼯を確保するため、次
のとおりとします。 

 
【営業所の専任技術者の工事現場への設置】 

市発注⼯事の主任技術者及び監理技術者（補佐）については、（１）の表の「技術者の現場専任」欄に掲げる
⾦額以上の建設⼯事の場合、営業所の専任技術者の設置は認めないこととします。 

                                                                                 
                                                  
   
また、現場代理⼈については、請負⾦額にかかわらず営業所の専任技術者の設置は認めないこととします。 
 
 

４ 技術者の専任期間等                                                 

（１）主任技術者又は監理技術者（補佐）の専任期間（略） 
（２）現場代理⼈の常駐期間（略） 
 

 

 

 ※１ 建築一式工事の場合は 8,000 万円   

 ※２ 監理技術者補佐の資格には１級国家資格の第一次検定合格者である技士補を含む 

 ※３ 指定建設業とは、土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園工事の７種類 

 ※４ 建築一式工事の場合は 9,000 万円以上 

 ※１ 建築一式工事の場合は 7,000 万円以上 

 ※２ 監理技術者補佐の資格には１級国家資格の第一次検定合格者である技士補を含む 

 ※３ 指定建設業とは、土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園工事の７種類 

 ※４ 建築一式工事の場合は 8,000 万円以上 
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新（案） 旧 

５ 兼務                                                            

（１）主任技術者又は監理技術者（補佐）と現場代理⼈との兼務（略） 
（２）二以上の建設工事の技術者等の兼務 

ア 現場代理⼈ 
次のいずれかの場合で市⻑が認めた場合に限り、既に施⼯中の建設⼯事と新たに施⼯する建設⼯事⼜は同時に

発注された複数の建設⼯事の現場代理⼈を兼ねることができます。ただし、兼務できる建設⼯事は市（公営企業
を除く。）発注の建設⼯事に限り、その総数は３件までとします。 
①  既に施⼯中の建設⼯事と同一⼯事現場内で、追加⼯事を同一の者が施⼯することが合理的と判断されたため、

随意契約した建設⼯事 
② 既に施⼯中の建設⼯事の追加⼯事で、現在施⼯中の者が落札した建設⼯事 
③ 一つの建設⼯事を分割発注し、同一の者が落札した建設⼯事 
④ ⼯事の対象となる⼯作物に一体性若しくは連続性が認められる建設⼯事⼜は施⼯に当たり相互に調整を要す

る建設⼯事で、⼯事現場の相互の間隔が概ね１０キロメートル以内の近接⼯事（施⼯に当たり相互に調整を要
する建設⼯事には、資材の調達を一括で⾏う場合や⼯事の相当部分を同一の下請業者で施⼯する場合等を含
む。） 

⑤ 災害等緊急を要する建設⼯事 
⑥ 請負代⾦の額が 4,500 万円（建築一式⼯事にあっては 9,000 万円）未満の建設⼯事 
（注）低⼊札で落札した建設⼯事の場合は、①の場合に限り兼務を認めます。 
 

イ 主任技術者（略） 
ウ 監理技術者（略） 

 
【兼務の要件】 

 兼務できる要件 兼務できる件数 雇用の要件 

現場代理⼈ 【4,500 万円以上※ 】 
 ・市発注⼯事（公営企業を除く）で、かつ、主任技術

者と同様の要件 
【4,500 万円未満※ 】 
 ・市発注⼯事（公営企業を除く） 

 

3 件 

 

 

 
 
直接的な雇用関係 
 

５ 技術者等の兼務                                                    

（１）主任技術者又は監理技術者（補佐）と現場代理⼈との兼務（略） 
（２）二以上の建設工事の技術者等の兼務 

ア 現場代理⼈ 
次のいずれかの場合で市⻑が認めた場合に限り、既に施⼯中の建設⼯事と新たに施⼯する建設⼯事⼜は同時に

発注された複数の建設⼯事の現場代理⼈を兼ねることができます。ただし、兼務できる建設⼯事は市（公営企業
を除く。）発注の建設⼯事に限り、その総数は３件までとします。 
②  既に施⼯中の建設⼯事と同一⼯事現場内で、追加⼯事を同一の者が施⼯することが合理的と判断されたため、

随意契約した建設⼯事 
② 既に施⼯中の建設⼯事の追加⼯事で、現在施⼯中の者が落札した建設⼯事 
③ 一つの建設⼯事を分割発注し、同一の者が落札した建設⼯事 
④ ⼯事の対象となる⼯作物に一体性若しくは連続性が認められる建設⼯事⼜は施⼯に当たり相互に調整を要す

る建設⼯事で、⼯事現場の相互の間隔が概ね１０キロメートル以内の近接⼯事（施⼯に当たり相互に調整を要
する建設⼯事には、資材の調達を一括で⾏う場合や⼯事の相当部分を同一の下請業者で施⼯する場合等を含
む。） 

⑤ 災害等緊急を要する建設⼯事 
⑥ 請負代⾦の額が 4,000 万円（建築一式⼯事にあっては 8,000 万円）未満の建設⼯事 
（注）低⼊札で落札した建設⼯事の場合は、①の場合に限り兼務を認めます。 
 

イ 主任技術者（略） 
ウ 監理技術者（略） 

 

【兼務の要件】 

 兼務できる要件 専任を要しない期間 雇用の要件 

現場代理⼈ 【4,000 万円以上※】  
 市発注⼯事       で、かつ、主任技術

者と同様の要件 
【4,000 万円未満】 
 市発注⼯事           
 ◎兼務できる建設⼯事は３件まで 
 
 

・契約後、現場に着手
するまでの期間 
・全面的に一時中止し
ている期間 
・⼯場製作のみが⾏わ
れている期間 
・検査が終了し、後⽚
付けのみが残ってい

直 接 的 な 雇
用関係 
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新（案） 旧 

主任技術者 【技術者の専任を要する場合（4,500 万円以上）※ 】 

① 同現場の追加⼯事を同一業者と随契 

② 追加⼯事を施⼯中の業者が落札 

③ 分割発注⼯事を同一業者が落札 

④ 概ね１０km 以内の近接⼯事 

⑤ 災害等緊急を要する⼯事 

（注）低⼊札で落札した建設⼯事の場合は、①の場合

に限り兼務を認めます。 

 

 

 

 

 

2 件 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３か月以上の直接
的・恒常的な雇用
関係 
 
 
 
 

監理技術者 【技術者の専任を要する場合（4,500 万円以上）※ 】 

① 同現場の追加⼯事を同一業者と随契 

② 専任の監理技術者補佐を配置する場合 

（注）低⼊札で落札した建設⼯事の場合は、①の場合

に限り兼務を認めます。 

※ 建築一式工事の場合は 9,000 万円 

 
（３）監理技術者等（主任技術者又は監理技術者）の専任配置の特例 

⼯事現場に専任でおくべき監理技術者等の兼務要件については、（２）のほか、下記の要件を全て満たす場合
に限り、監理技術者等にあっては２現場まで、営業所技術者等にあっては１現場まで（それぞれ兼務できる建設
⼯事の総数）兼務が可能です。 

 
① 建設⼯事の請負代⾦の額が 1 億円（建築一式⼯事の場合は 2 億円）未満であること※１ 
② 各現場（営業所技術者等の場合は営業所から当該⼯事現場）を 1 日の勤務時間内に巡回可能な距離であり、

かつ、現場間の移動時間が概ね⽚道 2 時間以内であること 
③ 下請次数が 3 以下であること※１ 
④ 監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための連絡員を当該建設⼯事に置くこと ※2 
⑤ 当該⼯事現場の施⼯体制を監理技術者等が情報通信技術※３を利用する⽅法により確認するための措置を講

じていること 
⑥ 監理技術者等が当該⼯事現場以外の場所から現場状況を確認できる情報通信機器※4 が設置され、通信環境が

確保されていること 
⑦ ⼈員の配置を示す計画書を作成し、⼯事現場毎に備え置くこと 
⑧ 営業所技術者等の場合は、営業所技術者等が置かれている営業所において、請負契約が締結された建設⼯事

であること 
⑨ 営業所技術者等の場合は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること 

 

主任技術者 【専任を要する場合（4,000 万円以上※) 】 

・同現場の追加⼯事を同一業者と随契 

・追加⼯事を施⼯中の業者が落札 

・分割発注⼯事を同一業者が落札 

・概ね１０km 以内の近接⼯事 

・災害等緊急を要する⼯事 

◎兼務できる建設⼯事は 2 件まで 

る期間 

 

３ か 月 以 上
の直接的・恒
常 的 な 雇 用
関係 

監理技術者 ・同現場の追加⼯事を同一業者と随契 

・専任の監理技術者補佐を配置する場合 

◎兼務できる建設⼯事は 2 件まで 

 

※ 建築一式工事の場合は 8,000 万円 

 
（新設） 
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 ※１ 工事途中において、請負代金の額が 1 億円（建築一式工事の場合は 2 億円）以上となった場合、又は下請次数が３を超え

た場合には、それ以降は専任特例を活用できず、主任技術者又は監理技術者を工事毎に専任で配置することが必要 

※２ １）土木一式工事又は建築一式工事の場合は、同業種工事の実務経験が 1 年以上ある者を当該工事現場に置くこと 

   ２）連絡員は各工事に置く必要があるが、同一の連絡員が複数の建設工事の連絡員を兼務することや１つの建設工事に複

数の連絡員を配置することも可能 

   ３）連絡員は、例えば工程会議や品質検査等が２つの工事現場で同時期に行われる場合に、監理技術者等から遠隔から指示

等するにあたって、工事現場側にて適切に伝達する等、円滑な施工管理の補助を行う（事故等対応含む）ことを想定し

ている 

   ４）連絡員に当該建設工事への専任や常駐は求めておらず、直接的・恒常的な雇用関係は必要ないが、当該請負会社が配置

するものであり、施工管理の最終的な責任は請負会社が負うことに留意が必要 

 ※３ 現場作業員の入退場が遠隔から確認できるものとし、CCUS 又は CCUS と API 連携したシステムであることが望ましい

が、その他のシステムであっても、遠隔から現場作業員の入退場が確認できるシステムであれば可能 

※４ 映像・音声の送受信が可能なスマートフォンやタブレット端末、WEB 会議システムなど 

 

（４）技術者等の兼務手続について 

ア 現場代理⼈を兼務する場合  
新たに契約しようとする建設⼯事に係る「技術者配置状況表」に「現場代理⼈兼務届」を添付し、契約担当課

へ提出するものとします。 
イ 専任を要する主任（監理）技術者を兼務する場合 

新たに契約しようとする建設⼯事に係る「技術者配置状況表」に「主任技術者兼務届」及び「⼈員配置を示す
計画書」を添付し、契約担当課へ提出するものとします。 

 
 

６ 施工中の技術者の変更（略）                                              

 
 
７ 技術者を設置しなかった場合等の措置 （略）                                       

 
（実施期日） 
 この取扱要項は、令和７年２月２１日から実施します。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）技術者等の兼務手続について 

ア 現場代理⼈を兼務する場合 
新たに契約しようとする建設⼯事に係る「技術者配置状況表」に「現場代理⼈兼務届」を添付し、契約担当課

へ提出するものとします。 
イ 専任を要する主任（監理）技術者を兼務する場合 

新たに契約しようとする建設⼯事に係る「技術者配置状況表」に「主任技術者兼務届」を添付し、契約担当課
へ提出するものとします。 

 
 

６ 施工中の技術者の変更（略）                                            

 
 
７ 技術者を設置しなかった場合等の措置（略）                                      

 
（実施期日） 
 この取扱要項は、令和 5 年１月 1 日から実施します。 
 

 


